宮崎市太陽光発電システム設置促進事業補助金交付要綱

　（目的）

第1条 この要綱は、クリーンエネルギーを積極的に利用するまちづくりを推進し、もって地
球温暖化の防止に資するため、太陽光発電システム（以下「システム」という。）を設置する
者に対する宮崎市太陽光発電システム設置促進事業補助金（以下「補助金」という。）の交付
の事務に関し、宮崎市補助金等交付規則（昭和５０年規則第１９号）に定めるもののほか、
必要な事項を定めるものとする。

　（補助対象システム）

第２条　補助金の交付の対象となるシステム（以下「対象システム」という。）は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
　⑴　未使用であるもの（人が居住したことがない建売住宅に設置されたものを含む。）
　⑵　建築物の屋根等への設置に適したものであって、低圧配電線と逆潮流有りで連係して発電された余剰電力を電力会社に売電することができるもの
　⑶　システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力（日本工業規格（ＪＩＳ）又は国際電気標準会議（ＩＥＣ）等の国際規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力とする。以下同じ。）の合計値（キロワット表示とし、小数点第３位以下は切り捨てる。以下同じ。）が１０キロワット未満であるもの。ただし、次条第２項に規定する者が設置する場合にあっては、この限りでない。
　⑷　市内に事務所、事業所等（以下「事務所等」という。）を有する者が販売又は設置工事を行うもの。
　（補助対象者）

第３条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次のいずれかに該当するものとする。

　⑴　自ら居住する市内の既存若しくは新築の戸建住宅又は共同住宅（以下「補助対象住宅」という。）に対象システムを設置する者（平成２３年４月１日以後に設置工事に着手し工事中である者を含む。）
⑵　自ら居住するために対象システムが設置された市内の建売住宅（店舗等との併用住宅を含む。以下「補助対象建売住宅」という。）を購入する者
⑶　市内に住所を有する者で、自ら所有する市内の共同住宅に対象システムを設置し、発電した電力をその共用部分に使用する者（平成２３年４月１日以後に設置工事に着手し工事中である者を含む。）

　⑷　平成２３年４月１日以後に補助対象住宅に対象システム設置工事を開始し、既に設置工事が完了した者であって、現に居住する者
　⑸　平成２３年４月１日以後に補助対象建売住宅を購入して現に居住する者
⑹　平成２３年４月１日以後に自ら所有する市内の共同住宅に対象システム設置工事を開始し、発電した電力をその共用部分に使用する者
２　補助金の交付の対象となる事業者（以下「補助対象事業者」という。）は、市内に事務所等

を有し、または有することとなる事業者で、次のいずれかに該当するものとする。

　⑴　市内の既存又は新築の事業所等（以下「補助対象事務所等」という。）に対象システムを設置する事業者（平成２３年４月１日以後に設置工事に着手し工事中である者を含む。）
　⑵　平成２３年４月１日以後に補助対象事務所等に対象システム設置工事を開始し、既に設置工事が完了した者であって、現に補助対象事務所等として使用している者
３　補助対象事業者でその補助対象事務所等が居宅を兼ねるときは、前項の規定にかかわらず、当該補助対象事業者を第１項の「補助対象者」と、補助対象事務所等を同項の「補助対象住宅」とみなして、その補助金の額は第４条第１項の規定を適用する。

４　補助対象者及び補助対象事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合するものでなければならない。
　⑴　電力会社と太陽光発電からの余剰電力受給契約（以下「受給契約」という。）を締結し、受給契約における受給開始年月日は平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの間であること。
　⑵　市税（第５条の補助金の交付の申請を行う日現在において、納期限が到来しているものに限る。）を完納していること。

　⑶　この要綱及び宮崎市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱（平成２１年４月１日伺定）並びに宮崎市住宅用太陽光発電システム設置促進緊急対策補助金交付要綱（平成２１年９月２８日伺定）に基づく補助金の交付を受けていないこと。
　（補助金の額）
第4条 補助対象者の補助金の額は、２万円に対象システムを構成する太陽電池モジュールの
公称最大出力の合計値を乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て
る。）とし、８万円を上限とする。
２　補助対象事業者の補助金の額は、１０万円に対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値を乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。）とし、１００万円を上限とする。

３　補助金の額は対象システムの設置に係る経費から他の機関の補助金を引いた額の２分の１を超えないものとする。

　（交付の申請）

第５条　第３条第１項第１号及び第２号に掲げる補助対象者並びに同条第２項第１号に掲げる補助対象事業者で補助金の交付を受けようとする者（以下「設置前申請者」という。）は、補助金交付申請書（様式第１号）又は事業者用補助金交付申請書（様式第２号）に次の各号に掲げる書類及び図面（以下「書類等」という。）を添付して、市長に提出しなければならない。
　⑴　対象システムの設置に係る経費の内訳が明記された工事請負契約書又は売買契約書の写し（経費の内訳が明記されていない契約書にあっては、当該経費の内訳を確認することができる見積書その他の書類を添付すること。）

　⑵　納税確認等同意書（様式第３号）又は事業者用納税確認等同意書（様式第４号）

　⑶　付近見取図

　⑷　対象システムの設置予定場所の現況を撮影したカラー写真

　⑸　対象システムの性能を明らかにする書面

　⑹　次に掲げる場合にあっては承諾書（様式第５号）
　　イ　補助対象住宅又は補助対象事務所等について設置前申請者が所有権を有しない場合、又は設置前申請者の他に共有者がある場合

　　ロ　補助対象建売住宅について設置前申請者の他に共有者がある場合

　⑺　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

２　第３条第１項第３号及び第４号に掲げる補助対象者並びに第３条第２項第２号に掲げる補助対象事業者で補助金の交付を受けようとする者（以下「設置後申請者」という。）は、補助金交付申請書兼補助事業実績報告書（様式第６号）又は事業者用補助金交付申請書兼補助事業実績報告書（様式第７号）に次の各号に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

⑴　対象システムの設置に係る経費の内訳が明記された工事請負契約書又は売買契約書の写し（経費の内訳が明記されていない契約書にあっては、当該経費の内訳が確認できる書類を添付すること。）
⑵　対象システムの設置に係る経費を支出したことを証する領収書等の写し
⑶　納税確認等同意書（様式第３号）又は事業者用納税確認等同意書（様式第４号）
　⑷　付近見取図

　⑸　太陽電池モジュールの配置図

　⑹　太陽電池モジュールの設置状況を撮影したカラー写真

　⑺　対象システムの性能を明らかにする書面

　⑻　電力会社との電力受給契約の内容を明らかにする書類の写し
　⑼　次に掲げる場合にあっては承諾書（様式第５号）

　　イ　補助対象住宅又は補助対象事務所等について設置後申請者が所有権を有しない場合、又は設置後申請者の他に共有者がある場合

　　ロ　補助対象建売住宅について設置後申請者の他に共有者がある場合

　⑽　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

３　市長は、予算の範囲内において公正な補助金の交付の事務を執行するために必要があると認めるときは、補助金の交付の申請についてあらかじめ受付期間を設けて、申請を受け付けることができるものとする。
４　市長は、前項の規定により受付期間を設けたときは、補助予定件数を定め、当該期間内にされた申請の件数が補助予定件数を超えるときは、当該期間後に申請を受け付ける者をくじで定めるものとする。
　（交付の決定等）
第６条　市長は、前条の規定により補助金の交付の申請を受け付けた後、当該申請に係る書類等の内容を審査し、必要に応じて実地に調査を行うことにより、補助金の交付の可否を決定するものとする。

２　市長は、前項の審査等の結果、申請の内容が適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、補助金交付決定書（様式第８号）又は事業者用補助金交付決定書（様式第９号）により設置前申請者に、補助金交付決定書兼確定通知書（様式第１０号）又は事業者用補助金交付決定書兼確定通知書（様式第１１号）により設置後申請者に、それぞれ通知するものとする。この場合において、市長は必要な条件を付すことができる。
３　前項の規定による通知を受けた設置前申請者（以下「補助事業者」という。）は、当該通知を受けた日以後に補助対象住宅又は補助対象事務所等への対象システム設置工事に着手し、又は補助対象建売住宅の引渡しを受けることができる。ただし、第５条の申請の際、既に設置工事に着手していた者はこの限りでない。
４　市長は、第１項の審査等の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、補助金の不交付を決定するとともに、補助金不交付決定通知書（様式第１２号）により通知するものとする。

　（申請の取下げ）

第７条　補助事業者又は前条第２項の通知を受けた設置後申請者（以下「補助確定事業者」という。）が前条第２項の決定等の通知の内容若しくはこれに付された条件に不服があり、申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して１４日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
２　前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定等はなかったものとみなす。

　（事業計画の変更等）

第８条　補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、補助事業計画変更承認申請書（様式第１３号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

　⑴　対象システムの設置予定場所を変更しようとするとき。
　⑵　補助金交付申請書及び事業者用補助金交付申請書に記載した設置工事完了予定日までに対象システムの設置工事が完了する見込みがないとき、又は補助対象建売住宅の引渡予定日までに引渡しを受けることができないとき。
　⑶　太陽電池モジュールの最大出力を変更しようとするとき。
　⑷　補助金の交付申請額を変更しようとするとき。ただし、補助金の交付申請額を増額することはできない。
２　前項の申請書には、第５条第１項各号に掲げる書類等（変更に係るものに限る。）を添付しなければならない。
３　市長は、第１項の申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、必要に応じて実地に調査した結果、事業計画の変更を承認することが適当と認めたときは、補助事業計画変更承認通知書（様式第１４号）により通知するものとする。
４　補助事業者は、対象システムの設置又は補助対象建売住宅の購入を中止したときは、遅滞なく補助事業計画中止届出書（様式第１５号）より市長に届け出なければならない。

５　前項の規定により届出をした補助事業者に対する補助金の交付の決定は、これをなかったものとみなす。

　（実績報告）

第９条　補助事業者は、原則として電力会社が電力受給を開始した日から起算して３０日以内又は第６条第２項の通知の日の属する年度の３月３１日までのいずれか早い日までに、補助事業実績報告書（様式第１６号）又は事業者用補助事業実績報告書（様式第１７号）に次の各号に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。
⑴　対象システムの設置に係る経費を支出したことを証する領収書等の写し

⑵　支出した対象システムの設置に係る経費の内訳を確認することができる書類

　⑶　太陽電池モジュールの配置図

　⑷　太陽電池モジュールの設置状況を撮影したカラー写真

　⑸　電力会社との電力受給契約の内容を明らかにする書類の写し

　⑹　住所変更届（様式第１８号。ただし、第５条第１項の申請書に記載した住所と現住所が異なる場合に限る。）
　⑺　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

　（補助金の確定等）
第１０条　市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類等の内容を審査し、必要に応じて実地に調査した結果、第６条第２項の規定による決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金交付確定通知書（様式第１９号）又は事業者用補助金交付確定通知書（様式第２０号）により通知するものとする。
　（処分の制限）
第１１条　補助事業者は前条の規定による、補助確定事業者は第６条第２項の規定による通知の日から起算して５年以内に対象システムを売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供するときは、あらかじめ財産処分承認申請書（様式第２１号）を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
　（定期報告）

第１２条　補助事業者及び補助確定事業者は、第６条第２項の規定による通知の日の属する年度の翌年度から２年間、対象システムの稼動状況等に関し、次の各号に掲げる事項を定期的に市長に報告しなければならない。
　⑴　発生電力量、売電電力量及び買電電力量

　⑵　その他市長が必要と認める事項

　（補助金の交付）

第１３条　補助確定事業者に対する補助金は、第６条第２項の通知の日以後に交付するものとする。
２　補助事業者に対する補助金は、第１０条の通知の日以後に交付するものとする。
　（補助金の返還等）
第１４条　市長は、補助事業者又は補助確定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
　⑴　補助金をその目的以外に使用したとき。

　⑵　補助金の交付の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
　⑶　虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
　⑷　第１１条の規定により処分したとき。
　⑸　この要綱の規定に違反したとき。

　（委任）

第１５条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附　則

　この要綱は、平成２２年７月１日から施行する。
附　則

　この要綱は、平成２３年３月２３日から施行する。
